
一般社団法人四日市青年会議所 2025年度「年間登録料一括預かり金」運営規程（案） 

1．【目的】 

本規定は、JCI・JCI日本・東海地区協議会・三重ブロック協議会主催の公式事業、

並びに理事会で必要と認められた事業（以下公式事業）に参加する一般社団法人四日

市青年会議所正会員（派遣役員・委員含む）の登録料の負担を軽減すると共に、公式

事業への積極的な参加を推進することを目的とする。 

2．【管理並びに予算】 

1）「年間登録料一括預かり金」制度により期首 1月 1日現在に正会員である会員より

預かった「預かり金」は渉外委員会が管理する。 

2）一年間の公式事業の登録料並びに登録予定人数から LOM全体の登録料を算出し、必

要と考えられる予備費を加えて算出する。 

3．【運営方法】 

1）渉外委員会は、2項 2）より予算を算出し理事会の承認を経て、正会員より徴収す

る。 

2）渉外委員会は、銀行口座を開設し「預かり金」の管理・運営を行う。通帳は同委員

会委員長の責任において銀行登録印は担当副理事長及び専務理事の責任で管理す

ることとする。 

3）正会員は 2月 28日までに指定口座に「預かり金」を納入しなければならない。 

4）渉外委員会は、公式事業の登録締め切りまでに「預かり金」より登録料を支払う。 

5）本規定承認後の登録料及び振込手数料については、理事会の承認無く支出すること

ができる。但し、登録予定人数の増減に伴い、各公式事業の登録料及び振込手数

料等に変更が生じた場合、速やかに正副理事長会議または理事会において協議し、

対処するものとする。 

6）公式事業に参加登録された方が 3項 4）実施後にキャンセルする場合、当該事業の

登録料を別途徴収するものとする。 

7）渉外委員会は、公式事業終了後、速やかに理事会において登録者並びに支出金額等

の報告を行う。 

8）渉外委員会は、最終の公式事業終了後、決算を理事会に提出し承認を得る。また、

余剰金は原則返金するが、処分方法については理事会の承認を得る。 

退会者への返金は行わないものとする。 

9）新入会員は承認後直ちに「預かり金」を納入しなければならない。 

但し、公式事業が一つでも終了している場合には、負担分を差し引いた金額とする。 

10）公式事業登録締め切り後に承認された新入会員から、当該事業の「預かり金」は徴

収しないものとする。但し、当該事業に参加し登録料が発生した場合は振込手数

料を含め、別途徴収するものとする。 

11）本年度、繰越金の中で余剰金が発生した場合は全会員数で除した金額を会員に返金

する。また除しきれない金額については、報告議案審議後に青少年育成基金サル

ビア基金に寄付するものとする。 

12）原則、休会期間中においても「預かり金」は免除、または軽減しない。但し、理事 会

の決議により免除と認められた場合（資格規定 第四章 出席・休会（2）出産・ 育



児による場合、（4）その他継続して出席できない極めて重大な理由が生じたとき）

に限り減免をすることができる。  

13）世界会議・ASPAC に関しての Web 参加は個人で登録費を負担。国内公式事業が

Web 開催も設えられる場合は一括預かり金にて支出。Web での参加確認は公益社

団法人 日本青年会議所 設営担当委員会に問い合わせて確認を実施する。 


